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ス
イ
ス
が
最
初
に
日
本
に
関
心

を
示
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
百
五

十
年
前
の
こ
と
だ
。「
日
本
開
国
」

の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
聞
い
た
時
計
製

造
業
組
合
が
、
時
計
売
り
込
み
の

使
節
を
送
る
こ
と
を
決
議
し
た
と
い
う
。 

そ
れ
か
ら
程
な
く
ス
イ
ス
政
府
の
外
交
使

節
が
横
浜
に
事
務
所
を
開
い
た
と
い

う
か
ら
、
そ
の
動
き
の
素
早
さ
と

い
っ
た
ら
な
い
。
ア
ル
プ
ス
の
山
懐

に
あ
っ
て
、
海
を
持
た
な
い
小
国
が

よ
く
も
そ
こ
ま
で
世
界
に
目
を
見
開

い
て
い
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
。
世

界
中
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
し
、

進
取
の
精
神
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と

が
、
一
時
は
衰
退
し
か
け
た
時
計
産
業
が

年
間
三
千
万
個
も
の
腕
時
計
を
世
界
に
輸

出
す
る
ま
で
復
興
し
た
原
動
力
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　

ス
イ
ス
東
部
の
サ
ン
ガ
レ
ン
で
は
、
こ

の
「
世
界
に
目
を
見
開
い
た
」
よ
き
伝
統

を
若
者
た
ち
が
実
践
し
て
い
る
。
こ
の
町

は
七
世
紀
に
開
か
れ
、
中
世
以
来
の
荘
厳

な
図
書
館
と
ス
イ
ス
レ
ー
ス
と
し
て
今
も

残
る
繊
維
産
業
が
歴
史
を
物
語
る
。
五
月

と
も
な
れ
ば
こ
の
町
の
大
学
に
、
世
界
中

か
ら
学
生
と
社
会
人
が
集
ま
る
。「
サ
ン

ガ
レ
ン
国
際
学
生
会
議
」
だ
。

　

ま
ず
前
の
年
の
秋
に
世
界
中
の
大
学
や

学
生
組
織
に
呼
び
か
け
て
論
文
を
募
集
、

そ
の
中
か
ら
優
れ
た
「
若
者
」
を
二
百
人

選
ぶ
。
ほ
ぼ
同
数
の
世
界
中
の「
お
と
な
」

も
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
招
待
さ
れ

る
。
そ
こ
に
地
元
ス
イ
ス
の
学
生
や
経
済

人
も
交
じ
っ
て
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
老
若

男
女
が
世
界
を
論
じ
人
生
を
語
り
あ
う
。

会
議
を
運
営
す
る
の
は
毎
年
三
十
人
ほ
ど

の
学
生
で
つ
く
る
実
行
委
員
会
で
、
招
待

学
生
の
選
抜
や
ゲ
ス
ト
社
会
人
の
依
頼
や

旅
の
手
配
、
大
学
内
の
会
場
設
営
ま
で
全

部
手
作
り
だ
。
必
要
な
資
金
は
実
行
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
企
業
を
回
っ
て
協

力
を
仰
ぐ
の
だ
が
、
参
加
者
の
ス
イ

ス
ま
で
の
航
空
券
や
送
迎
用
の
車
な

ど
現
物
給
付
も
あ
る
。
ス
イ
ス
の
企

業
社
会
が
学
生
の
手
作
り
の
国
際
交

流
を
支
え
る
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
六
八
年
世
界
中
を
席
巻
し
た

大
学
紛
争
を
契
機
に
、
学
生
た
ち
が

「
対
話
」の
道
を
求
め
て
始
め
た
こ
の
会
議

も
来
年
で
三
十
五
年
、
こ
の
会
議
か
ら
巣

立
っ
て
い
っ
た
若
者
た
ち
が
い
ま
や
世
界

の
最
前
線
で
活
躍
し
て
い
る
。
こ
と
し
日

本
か
ら
の
招
待
学
生
は
十
四
人
だ
が
主
力

は
海
外
か
ら
の
留
学
生
、
日
本
の
若
者
の

パ
ワ
ー
の
爆
発
に
期
待
し
た
い
。

閑話休題

若

者

パ

ワ

ー

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
長  　

今
井　

義
典  
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�
市
町
村
分
の
配
分
は　

・
６
％

４２

　

普
通
交
付
税
額
を
団
体
別
に
み
る
と
、

市
町
村
分
は
前
年
度
比
５
・
７
％
減
の
６

兆
７
、
５
６
３
億
円
、
道
府
県
分
は
同
７
・

１
％
減
の
９
兆
１
、
１
６
６
億
円
と
な

り
、
配
分
割
合
は
市
町
村
分
が　

・
６
％

４２

（
前
年
度　

・
２
％
）、
道
府
県
分
が　

・

４２

５７

４
％
（
同　

・
８
％
）
と
な
っ
た
。

５７

　

算
定
基
礎
を
み
る
と
、
市
町
村
分
は
基

準
財
政
需
要
額
が
前
年
度
比
１
・
１
％
減

の　

兆
６
、
０
０
５
億
円
、
基
準
財
政
収

１８

入
額
は
同
１
・
７
％
増
の　

兆
８
、
１
１

１１

０
億
円
と
な
っ
た
。
需
要
額
で
は
、
公
立

保
育
所
運
営
費
に
係
る
国
庫
負
担
金
の
一

般
財
源
化
に
伴
う
社
会
福
祉
費
が
増
え
た

ほ
か
、
高
齢
者
保
険
福
祉
費
（
介
護
保
険

給
付
費
及
び
老
人
医
療
費
）、
生
活
保
護

費
な
ど
が
増
加
し
た
一
方
、
投
資
的
経
費

が
減
少
。
収
入
額
で
は
、
固
定
資
産
税

（
家
屋
）
や
所
得
譲
与
税
（
新
設
）
が
増

加
し
た
一
方
、
市
町
村
民
税
所
得
割
や
固

定
資
産
税
（
土
地
・
償
却
資
産
）
が
そ
れ

ぞ
れ
減
少
し
た
。

　

な
お
、
都
道
府
県
で
は
、
基
準
財
政
需

要
額
が
同
２
・
４
％
減
の　

兆
２
、
５
１

１７

３
億
円
、
基
準
財
政
収
入
額
は
同
３
・
７

％
増
の
８
兆
１
、
０
４
０
億
円
と
な
っ

た
。
需
要
額
で
は
教
職
員
の
退
職
手
当
等

に
係
る
国
庫
負
担
金
の
一
般
財
源
化
に
伴

う
小
・
中
学
校
費
や
高
齢
者
保
健
福
祉
費

（
介
護
保
険
給
付
費
及
び
老
人
医
療
給
付

費
）
が
増
加
、
公
立
保
育
所
運
営
費
に
係

る
県
支
出
金
の
廃
止
に
伴
う
社
会
福
祉
費

と
投
資
的
経
費
が
減
少
。
収
入
額
で
は
法

人
関
係
税
や
所
得
譲
与
税
、
税
源
移
譲
予

定
交
付
金
（
新
設
）
が
増
加
、
道
府
県
民

税
所
得
割
と
第
二
種
交
付
金
（
廃
止
）
が

減
少
し
た
。

�
段
階
補
正
の
削
減
も
継
続

　

地
方
交
付
税
の
算
定
方
法
で
は
、
地
方

団
体
の
自
主
性
、
自
立
的
及
び
効
率
的
な

財
政
運
営
を
促
す
方
向
で
見
直
し
た
。
具

体
的
に
は
、
�
都
道
府
県
分
の
補
正
係
数

で
は
、
高
等
学
校
費
（
生
徒
数
）、
特
殊

教
育
諸
学
校
費
（
児
童
及
び
生
徒
の
数
・

学
級
数
）
の
種
別
補
正
、
徴
税
費
の
密
度

補
正
な
ど
を
廃
止
�
市
町
村
分
の
段
階
補

正
の
見
直
し
を
引
き
続
き
実
施
�
単
位
費

用
に
つ
い
て
は
、
ご
み
収
集
等
に
つ
い
て

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
後
の
経
費
を
算
定
の

基
礎
と
す
る
見
直
し
を
段
階
的
に
実
施
―

し
た
。

　

段
階
補
正
の
見
直
し
は
、
平
成　

年
６

１３

月
の
「
骨
太
方
針
」
で
「
段
階
補
正
が
、

合
理
化
や
効
率
化
へ
の
意
欲
を
弱
め
る
こ

と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
見
直
し
を
図

る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を

普 普 通 通 交 交 付 付 税 税 大 大 綱 綱 平成16年度 平成16年度 〈解　説〉 〈解　説〉 

不交付団体が134団体に増加 不交付団体が134団体に増加 
～総額は6.5％減の15兆8,729億円～ ～総額は6.5％減の15兆8,729億円～ 

　

総
務
省
は
7
月　

日
、
平
成　

年
度
の
普
通
交
付
税
大
綱
を
ま
と
め
閣

27

16

議
に
報
告
し
た
。
総
額
は
前
年
度
比
6
・
5
％
減
の　

兆
8
、
7
2
9
億

15

円
と
な
っ
た
。
4
年
連
続
の
減
少
だ
が
、
臨
時
財
政
対
策
債
（
赤
字
地
方

債
）
の
削
減
分
を
加
え
る
と　

兆
7
6
6
億
円
、
前
年
度
比　

・
0
％
の

21

12

大
幅
減
少
と
な
っ
た
。
ま
た
、「
三
位
一
体
改
革
」
に
伴
う
公
立
保
育
所
運

営
費
な
ど
の
一
般
財
源
化
分
を
新
た
に
交
付
税
措
置
し
た
が
、
段
階
補
正

の
見
直
し
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
不
交
付
団
体
は
前
年
度

よ
り　

団
体
増
え
て
1
3
4
団
体
と
な
り
、
政
府
の
「
基
本
方
針
2
0
0

19

3
」で
求
め
ら
れ
て
い
た
不
交
付
団
体
の
全
国
人
口
に
占
め
る
割
合
は　

・
17

7
％
に
上
昇
し
た
。

　

総
務
省
は
今
年
度
の
実
質
交
付
税
の
大
幅
削
減
に
対
す
る
地
方
側
の
批

判
を
踏
ま
え
、
来
年
度
は
一
般
財
源
総
額
を
今
年
度
並
み
と
す
る
「
麻
生

プ
ラ
ン
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
政
府
の
「
基
本
方
針
2
0
0
4
」
で

も
改
め
て
地
方
交
付
税
の
「
抑
制
」
と
「
算
定
の
見
直
し
」
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
う
え
、
秋
か
ら
本
格
化
す
る
「
三
位
一
体
改
革
」
議
論
に
伴
い

地
方
交
付
税
の
抜
本
改
革
も
俎
上
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
町
村
側
が
期
待
す

る
地
方
交
付
税
総
額
の
確
保
は
な
お
不
透
明
だ
。
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受
け
て
平
成　

年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る

１４

も
の
。
消
防
費
や
社
会
福
祉
費
な
ど
の
費

目
の
割
増
し
率
の
基
礎
を
、
全
団
体
の
平

均
か
ら「
よ
り
効
率
的
な
上
位
三
分
の
二
」

に
変
更
し
た
が
、
各
団
体
へ
の
影
響
額
を

勘
案
し
て　

〜　

年
度
の
３
年
間
で
引
下

１４

１６

げ
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
今
年
度
が
最
終

年
。
各
年
度
の
影
響
額
は
人
口
１
、
０
０

０
人
前
後
は
約
８
０
０
万
円
、
人
口
４
、

０
０
０
人
前
後
は
約
１
、
８
０
０
万
円
、

人
口
８
、
０
０
０
人
〜
１
万
８
、
０
０
０

人
前
後
は
約
１
、
７
０
０
万
円
な
ど
。
全

市
町
村
で
は
３
年
間
で
約
２
、
０
０
０
億

円
削
減
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
三
位
一
体
改
革
」
で
平
成

　

年
度
に
一
般
財
源
化
さ
れ
た
国
庫
補
助

１６負
担
金
の
影
響
額
４
、
７
４
９
億
円
が
単

位
費
用
で
交
付
税
措
置
さ
れ
た
。
う
ち
、

公
立
保
育
所
運
営
費
負
担
金
（
１
、
６
６

１
億
円
）
と
介
護
保
険
事
務
費
交
付
金
等

（
３
０
５
億
円
）に
つ
い
て
は
補
正
を
適
用

し
た
。
こ
の
結
果
、
人
口
１
万
人
程
度
の

市
町
村
（
保
育
児
童
数
１
６
０
人
＝
全
国

平
均
）
を
例
に
み
る
と
、
市
町
村
の
負
担

分
（
４
分
の
１
）
は
約
１
、
８
０
０
万
円

（
平
成　

年
度
）
だ
っ
た
の
が
、
一
般
財
源

１５

化
に
伴
い
５
、
３
０
０
万
円
に
増
え
る

が
、
所
得
譲
与
税
約
１
、
３
０
０
万
円
の

ほ
か
約
４
、
０
０
０
万
円
の
交
付
税
が
増

額
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
総
務
省
は
、
公
立

保
育
所
の
国
庫
負
担
金
等
の
廃
止
で
増
え

た
市
町
村
の
負
担
分
は
全
額
財
源
措
置
さ

れ
た
、
と
し
て
い
る
。

�
不
交
付
団
体
の
町
村
は　

団
体
に

６２

　

こ
の
結
果
、
不
交
付
団
体
は
、
前
年
度

よ
り　

団
体
増
え
て
１
３
４
団
体
と
な
っ

１９

た
。
都
道
府
県
は
前
年
度
と
同
様
、
東
京

都
だ
け
。
市
町
村
は
前
年
度
（
１
１
４
団

体
）
よ
り　

団
体
増
え
て
１
３
３
団
体
と

１９

な
っ
た
。
不
交
付
団
体
の
う
ち
町
村
は　
６２

団
体
で
、
こ
の
ほ
か
、
政
令
指
定
都
市
は

川
崎
市
の
１
団
体
、
ま
た
中
核
市
（
全　
３５

団
体
）
で
は
宇
都
宮
市
な
ど
４
団
体
、
特

例
市
（
同　

団
体
）
で
は
所
沢
市
な
ど
９

４０

団
体
が
不
交
付
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
今
年
度
、
新
た
に
不
交
付
団
体
と

な
っ
た
の
は
、
取
手
市
（
千
葉
県
）、
宇

都
宮
市
（
栃
木
県
）、
太
田
市
（
群
馬
県
）、

印
西
市
（
千
葉
県
）、
芝
山
町
（
同
）、
昭

島
市
（
東
京
都
）、
日
野
市
（
同
）、
国
立

市
（
同
）、
相
模
原
市
（
神
奈
川
県
）、
秦

野
市
（
同
）、
大
磯
町
（
同
）、
忍
野
村

（
山
梨
県
）、
半
田
市
（
愛
知
県
）、
春
日

井
市（
同
）、
稲
沢
市（
同
）、
東
郷
町（
同
）、

西
枇
杷
島
町
（
同
）、
鈴
鹿
市
（
三
重
県
）、

野
洲
町
（
滋
賀
県
）、
摂
津
市
（
大
阪
府
）、

小
郡
町
（
山
口
県
）、
苓
北
町
（
熊
本
県
）

の　

団
体
。

２２

　

ま
た
、
不
交
付
団
体
（
市
町
村
分
）
の

人
口
は
２
、
２
４
１
万
人
（
前
年
度
１
、

９
４
１
万
人
）
で
、
全
国
人
口
に
占
め
る

割
合
は　

・
７
％
と
前
年
度
の　

・
３
％

１７

１５

よ
り
２
・
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。「
基
本

方
針
２
０
０
３
」
で
、「
地
方
税
の
充
実
・

交
付
税
へ
の
依
存
の
引
き
下
げ
」の
た
め
、

「
不
交
付
団
体
の
人
口
の
割
合
を
大
幅
に

高
め
る
こ
と
を
目
指
す
」と
さ
れ
て
い
た
。

�
今
後
も
続
く
交
付
税
改
革

　

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
政
府
の
「
基
本

方
針
」
の
指
摘
を
受
け
て
「
交
付
税
総
額
の

抑
制
」と「
交
付
税
へ
の
依
存
の
引
き
下
げ
」

が
毎
年
続
い
て
い
る
。そ
の
具
体
例
が
段
階

補
正
の
削
減
や
今
年
度
の
実
質
地
方
交
付

税
の　

％
削
減
な
ど
に
現
れ
て
い
る
。

１２

725,072676,925北海道 
167,802227,713青　森 
172,187233,675岩　手 
168,325178,138宮　城 
157,006205,872秋　田 
131,859186,316山　形 
171,869234,310福　島 
126,397184,972茨　城 
60,710153,158栃　木 
99,022152,614群　馬 
117,645241,718埼　玉 
104,726219,336千　葉 
30,332－ 東　京 
62,181148,054神奈川 
219,865287,015新　潟 
75,298137,731富　山 
98,198136,351石　川 
52,611127,119福　井 
71,311129,462山　梨 
215,843239,814長　野 
128,240189,167岐　阜 
76,413161,702静　岡 
63,89670,902愛　知 
90,386153,957三　重 
64,495122,379滋　賀 
169,945179,654京　都 
250,818280,229大　阪 
322,464383,397兵　庫 
95,978143,547奈　良 
94,144161,263和歌山 
71,289125,628鳥　取 
118,972178,309島　根 
158,469181,114岡　山 
181,734209,503広　島 
109,589187,287山　口 
72,937136,756徳　島 
64,075114,062香　川 
133,009178,113愛　媛 
113,678165,638高　知 
329,781282,336福　岡 
77,061134,741佐　賀 
177,560229,700長　崎 
194,164222,301熊　本 
113,060183,185大　分 
121,514186,768宮　崎 
222,480274,715鹿児島 
111,927179,928沖　縄 
6,756,3349,116,574合計 

市町村分 道府県分 都道府県 

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、各都道
府県の数値の計と合計は一致しない。 

（単位：百万円）   
普通交付税　都道府県別決定額（道府県分・市町村分） 
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な
お
、
４
年
連
続
し
て
交
付
税
総
額
が

減
少
す
る
中
、
町
村
側
か
ら
は
「
都
市
優

遇
」
の
批
判
も
あ
る
が
、
財
団
法
人
地
方

自
治
総
合
研
究
所
の
分
析
デ
ー
タ
に
よ
る

と
、
異
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
市
町
村

分
の
普
通
交
付
税
の
都
道
府
県
別
配
分
割

合
を
５
年
間
（　

〜　

年
度
）
の
推
移
で

１２

１６

比
較
し
て
み
る
と
、
愛
知
県
で
は
１
・　
７７

％
が
０
・　

％
に
ほ
ぼ
半
減
し
た
ほ
か
、

９５

群
馬
県
（
平
成　

年
度
１
・　

％
）
や
神

１６

４７

奈
川
県
（
同
０
・　

％
）
で
も
約
半
減
、

９２

埼
玉
県
（
同
１
・　

％
）
で
も
三
割
低
下

７４

す
る
な
ど
財
政
難
の
大
阪
府
を
除
く
大
都

市
圏
の
県
内
市
町
村
の
配
分
割
合
が
軒
並

み
低
下
。
そ
の
一
方
で
、
鳥
取
県
で
は

０
・　

％
が
１
・　

％
に
、
島
根
県
も

９５

０６

１
・　

％
が
１
・　

％
と
配
分
割
合
が
約

５９

７６

一
割
増
え
た
ほ
か
、
山
形
県
（
同
１
・　
９５

％
）
や
高
知
県
（
同
１
・　

％
）
で
も
一

６８

割
弱
上
昇
す
る
な
ど
、
地
方
交
付
税
総
額

が
減
少
す
る
中
、
市
町
村
分
の
配
分
割
合

が
高
ま
っ
て
い
る
。
財
源
が
少
な
い
団
体

に
財
政
措
置
す
る
「
地
方
交
付
税
制
度
」

が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
分
か
っ

た
。
さ
ら
に
「
三
位
一
体
改
革
」
で
税
源

移
譲
が
実
現
す
れ
ば
、
大
都
市
圏
域
で
の

税
収
が
増
え
る
た
め
、
税
源
が
少
な
い
団

体
へ
の
交
付
税
の
配
分
割
合
は
一
段
と
高

ま
る
と
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、

地
方
六
団
体
が
ま
と
め
た
「
補
助
金
改
革

案
」
を
受
け
て
「
三
位
一
体
改
革
」
論
議

を
本
格
化
さ
せ
る
が
、
補
助
金
削
減
と
税

源
移
譲
に
併
せ
て
、
同
会
議
で
は
本
間
正

明
同
会
議
議
員（
大
阪
大
学
大
学
院
教
授
）

ら
が
提
案
し
た
「
私
案
」
を
基
に
「
地
方
財

政
計
画
と
地
方
交
付
税
の
そ
も
そ
も
論
」

（
竹
中
平
蔵
経
財
相
）
の
検
討
も
始
め
た
。

ち
な
み
に
、「
三
位
一
体
改
革
」
の
ス
タ
ー

ト
と
な
っ
た
「
骨
太
方
針
２
０
０
３
」
で

は
、
地
方
交
付
税
改
革
に
つ
い
て
「
財
源

保
障
機
能
の
全
般
を
見
直
し
、『
改
革
と

展
望
』
の
期
間
中
（
〜
平
成　

年
度
）
に
縮

１８

小
し
て
い
く
」
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
、
こ
の
方
向
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
み
ら
れ
る
。財
源
の
少
な
い
町
村
は
、

地
方
交
付
税
の
配
分
割
合
は
高
ま
っ
た
と

し
て
も
、
財
源
保
障
機
能
な
ど
総
額
そ
の

も
の
が
減
少
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る

だ
け
に
、
地
方
交
付
税
の
依
存
が
大
き
い

町
村
に
と
っ
て
、
当
分
、
同
会
議
の
動
き
に

目
が
放
せ
な
い
状
況
が
続
き
そ
う
だ
。

（
自
治
日
報
社　

井
田
正
夫
）

　

大
分
県
町
村
会
は
七
月
十
六
日
の
臨
時

総
会
で
次
の
と
お
り
会
長
を
選
出
し
た
。

　
                  
（
七
月
十
六
日
付
就
任
）

大
分
県
町
村
会
長

東
国
東
郡
安
岐
町
長 

斉  
藤  
 
幹 

さ
い 

と
う 

つ
よ
し

 
昭
和
四
年
十
月
十
七
日
生

【
住
所
】大
分
県
東
国
東
郡
安
岐
町
大
字
塩

屋
一
六
三
二
番
地
の
一

【
町
長
に
当
選
す
る
ま
で
の
経
歴
】▽
昭
和

二
十
三
年
安
岐
町
役
場
就
職
▽
五
十
九
年

安
岐
町
助
役
▽
平
成
三
年
安
岐
町
長

【
町
長
と
し
て
の
当
選
回
数
】
四
回

【
町
村
会
関
係
の
経
歴
】▽
平
成
十
三
年
東

国
東
郡
町
村
会
長
▽
十
五
年
大
分
県
町
村

会
副
会
長

【
主
な
業
績
】▽
新
庁
舎
移
転
改
築
▽
特
定

環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
着
工
▽
農
業

集
落
排
水
事
業
（
朝
来
地
区
）
着
工
▽
朝

来
小
学
校
・
幼
稚
園
、
安
岐
小
学
校
・
幼

(

稚
園
改
築
▽
安
岐
中
学
校
体
育
館 
大
規

)模 
改
修
▽
町
学
校
給
食
共
同
調
理
場
（
給

食
セ
ン
タ
ー
）
改
築
▽
三
浦
梅
園
資
料
館

建
設
▽
梅
園
旧
宅
改
修
▽
宿
泊
研
修
施
設

梅
園
の
里
建
設
▽
町
福
祉
ゾ
ー
ン
完
成

（
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
憩

い
の
家
、
児
童
館
、
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
）

▽
町
立
保
育
所
改
築
▽
安
岐
町
高
齢
者
大

学
開
講
▽
ふ
る
さ
と
市
場
ル
ー
ト
２
１
３

完
成
▽
分
譲
住
宅
団
地
メ
イ
プ
ル
造
成
分

譲
（　

区
画
）
▽
企
業
誘
致
（
４
企
業
）

４２

▽
県
営
圃
場
整
備
事
業
完
了
▽
町
道
改

良
、
林
道
開
設
（
８
路
線
）
▽
国
際
絵
本

原
画
展
町
内
誘
致
開
催
▽
公
営
住
宅
建
設

（
３
団
地
）▽
九
州
瀬
戸
内
高
等
学
校
女
子

駅
伝
競
走
大
会
誘
致
開
催
▽
全
日
本
、
全

九
州
ボ
ー
ド
セ
ー
リ
ン
グ
大
会
誘
致
開
催

▽
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
設
立

【
趣
味
】
釣
り
、
花
栽
培
、
登
山

【
家
族
】
妻
、
次
男
夫
婦
、
孫

新
任
都
道
府
県
町
村
会
長
の
略
歴

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
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政 策

中
間
論
点
整
理
の
概
要

は
じ
め
に
…
…
中
間
論
点
整
理
の

位
置
付
け

　

食
料
・
農
業
・
農
村
が
直
面
し
て
い
る

課
題
や
施
策
の
方
向
等
に
つ
い
て
、
食

料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
企
画
部
会

に
お
い
て
本
年
１
月
以
来
重
ね
て
き
た
議

論
に
関
し
て
、
中
間
的
に
論
点
を
整
理
。

こ
の
中
間
論
点
整
理
が
た
た
き
台
と
な
っ

て
、
国
民
的
な
議
論
が
広
く
展
開
さ
れ
る

こ
と
を
強
く
期
待
。

第
１　
政
策
展
開
の
基
本
的
な
考
え
方

１
、
食
料
・
農
業
・
農
村
が
将
来
に
わ

た
っ
て
果
た
す
べ
き
役
割

　

食
料
・
農
業
・
農
村
は
、
国
民
生
活
や

我
が
国
経
済
社
会
の
在
り
方
と
直
結
。
経

済
社
会
の
構
造
の
変
化
、
国
民
の
意
識
や

価
値
観
の
変
化
を
的
確
に
受
け
止
め
、
引

き
続
き
、
国
民
生
活
の
向
上
や
我
が
国
経

済
社
会
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
。

２
、
農
政
改
革
の
必
要
性

　

食
料
・
農
業
・
農
村
を
め
ぐ
る
次
の
よ

う
な
状
況
の
変
化
に
対
応
し
、
思
い
切
っ

た
改
革
に
早
急
に
着
手
す
る
こ
と
が
必

要
。

① 
農
業
の
構
造
改
革
の
立
ち
遅
れ

　

農
業
従
事
者
の
減
少
・
高
齢
化
等
が
加

速
化
す
る
一
方
、
農
業
経
営
の
規
模
拡
大

や
新
規
就
農
者
の
受
入
は
不
十
分
で
あ

り
、
生
産
構
造
の
脆
弱
化
の
進
行
が
懸

念
。
こ
の
た
め
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な

農
業
経
営
が
農
業
生
産
の
相
当
部
分
を
担

う
農
業
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
。

② 
食
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
高

度
化

　

近
年
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
の
発
生
な
ど
を
契
機

に
、
国
民
の
食
の
安
全
に
対
す
る
信
頼
は

大
き
く
揺
ら
い
で
お
り
、
国
民
の
食
に
対

す
る
信
頼
を
再
建
す
る
こ
と
が
急
務
。
他

方
、
国
民
の
食
生
活
の
変
化
に
国
内
農
業

生
産
は
十
分
に
対
応
で
き
て
い
な
い
状

況
。
農
業
と
食
品
産
業
に
つ
い
て
は
、
両

者
の
連
携
強
化
な
ど
を
通
じ
て
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
健
全
な
発
展
が
図
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
。

③ 
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
に
対
す

る
期
待
の
高
ま
り

　

過
疎
化
・
高
齢
化
の
進
行
に
伴
う
農
業

生
産
活
動
の
停
滞
等
か
ら
、
多
面
的
機
能

の
発
揮
に
支
障
が
生
じ
る
事
態
も
懸
念
。

こ
の
た
め
、
農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源

の
保
全
管
理
や
環
境
と
調
和
し
た
持
続
的

な
農
業
の
展
開
が
大
き
な
課
題
。

④ 
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展

　

国
際
規
律
の
強
化
や
中
長
期
的
な
貿
易

自
由
化
の
流
れ
に
も
対
応
し
得
る
よ
う
、

構
造
改
革
を
通
じ
て
農
業
の
競
争
力
の
強

化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
境
措
置
に
過
度

に
依
存
し
な
い
政
策
体
系
の
構
築
が
必

要
。
一
方
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
高
品

質
の
農
産
物
や
食
品
の
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
戦
略
的
な
海
外
市

場
開
拓
・
販
売
促
進
の
取
組
強
化
や
海
外

ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
産
地
づ
く
り
等
が

必
要
。

⑤ 
農
業
・
農
村
に
お
け
る
新
た
な
動
き

　

厳
し
い
農
業
・
農
村
の
状
況
下
に
あ
っ

て
も
、
地
域
に
は
、
今
ま
で
に
な
い
意
欲

的
な
取
組
が
出
現
。
こ
う
し
た
動
き
を
積

極
的
に
受
け
止
め
、
新
た
な
政
策
の
構
築

に
生
か
す
こ
と
が
必
要
。

３
、
改
革
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
基

本
的
な
視
点

　

農
政
改
革
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た

め
、
関
係
者
が
次
の
よ
う
な
改
革
の
視
点

を
共
有
し
、
具
体
的
な
行
動
に
取
り
組
む

こ
と
が
必
要
。

① 
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
分
か
り
や
す
い

政
策
体
系
の
構
築

　

目
的
を
明
確
に
し
た
施
策
手
段
を
確
立

し
、
施
策
効
果
に
照
ら
し
て
適
切
な
対
象

に
焦
点
を
当
て
て
、
集
中
的
に
施
策
を
講

じ
て
い
く
こ
と
や
施
策
間
の
連
携
強
化
を

図
る
こ
と
等
を
通
じ
、
施
策
を
一
層
効
率

的
・
効
果
的
な
も
の
と
し
国
民
に
分
か
り

や
す
い
政
策
体
系
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

② 
農
業
者
や
地
域
の
主
体
性
と
創
意
工

夫
の
発
揮
の
促
進

　

農
業
者
や
地
域
が
、
一
層
主
体
的
に
行

動
し
、
創
意
工
夫
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
官
と
民
、
国
と
地
方
の
役
割

分
担
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
農
業
者
や
地

域
の
主
体
的
な
取
組
を
重
点
的
に
支
援
す

る
政
策
手
法
の
構
築
等
が
重
要
。

③ 
消
費
者
の
視
点
を
踏
ま
え
た
施
策
の

展
開

　

消
費
者
に
選
択
さ
れ
る
農
産
物
や
食
品

の
供
給
を
図
る
た
め
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
が

正
確
・
迅
速
に
生
産
者
に
伝
わ
る
よ
う
に

し
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
供
給
に
向
け
て
意
識

改
革
を
促
す
こ
と
が
必
要
。

　

ま
た
、
消
費
者
が
正
確
な
情
報
を
得
た

上
で
商
品
選
択
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ

食
料
・
農
業
・
農
村
　
政
策
審
議
会

食
料
・
農
業
・
農
村
　
政
策
審
議
会 

食
料
・
農
業
・
農
村
　
政
策
審
議
会

食
料
・
農
業
・
農
村
　
政
策
審
議
会 

食
料
・
農
業
・
農
村
　
政
策
審
議
会 

新
基
本
計
画
に
向
け
て
中
間
論
点
整
理 

　

農
水
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
は
、
こ

の
た
び
「
新
た
な
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
に
関
す
る
中
間
論
点
整

理
」
を
ま
と
め
た
。

　

中
間
論
点
整
理
は
、
①
担
い
手
対
策
の
在
り
方
、
②
経
営
安
定
対
策
の

確
立
、
③
農
地
制
度
の
在
り
方
、
④
農
業
環
境
・
資
源
保
全
対
策
の
確
立
―

の
４
項
目
に
つ
い
て
施
策
の
方
向
を
示
し
て
お
り
、
農
林
水
産
省
は
こ
の

論
点
整
理
を
基
に
政
策
の
具
体
像
を
検
討
、
今
秋
以
降
提
示
す
る
予
定
で

あ
る
。
中
間
論
点
整
理
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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政 策

と
が
必
要
。

④ 
環
境
保
全
を
重
視
し
た
施
策
の
展
開

　

循
環
型
社
会
へ
の
転
換
に
貢
献
す
る
た

め
、
食
料
・
農
業
・
農
村
に
関
す
る
施
策

に
つ
い
て
も
環
境
保
全
を
重
視
し
た
体
系

に
す
る
こ
と
が
必
要
。
そ
の
際
、
環
境
負

荷
の
低
減
や
自
然
環
境
の
保
全
等
が
よ
り

高
い
レ
ベ
ル
で
実
践
さ
れ
る
よ
う
促
す
こ

と
も
重
要
。

４
、
国
民
の
理
解
と
納
得

　

国
民
の
理
解
と
納
得
を
得
て
農
政
改
革

を
進
め
る
に
は
特
に
次
の
点
に
留
意
す
る

こ
と
が
必
要
。

① 
透
明
性
の
確
保

　

政
策
の
決
定
と
実
行
の
過
程
に
お
け
る

透
明
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
政

策
の
在
り
方
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
と
納

得
を
得
て
い
く
こ
と
が
重
要
。
政
策
評
価

を
積
極
的
に
活
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
政

策
を
見
直
す
こ
と
が
重
要
。

② 
国
民
負
担
の
在
り
方

　

政
策
の
実
施
は
国
民
負
担
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
的
に
応
じ

た
施
策
の
選
択
と
集
中
的
実
施
に
よ
り
、

国
民
負
担
を
合
理
的
な
も
の
に
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
。　

ま
た
、
新
た
な
施
策
に

伴
う
負
担
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
国
民
の

理
解
と
納
得
を
得
る
こ
と
が
必
要
。

第
２　
政
策
改
革
の
方
向

１
、
論
点
整
理
の
考
え
方

　

こ
れ
ま
で
企
画
部
会
で
検
討
し
て
き
た

重
点
課
題
に
つ
い
て
、
相
互
の
関
連
に
も

留
意
し
、
４
つ
の
柱
で
論
点
を
整
理
。
そ

の
際
、
今
後
更
に
検
討
す
べ
き
課
題
や
施

策
の
選
択
肢
等
が
明
確
に
な
る
よ
う
記

述
。

２
、
担
い
手
政
策
の
在
り
方

� 
基
本
的
考
え
方

　

立
ち
遅
れ
て
い
る
我
が
国
農
業
構
造
の

改
革
を
加
速
化
さ
せ
る
た
め
、
農
業
経
営

の
改
善
に
向
け
た
各
種
施
策
の
対
象
を
担

い
手
に
明
確
に
絞
っ
た
上
で
集
中
的
・
重

点
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
。

� 
具
体
的
な
施
策
手
法

・
担
い
手
の
明
確
化
に
当
た
っ
て
は
、
認

定
農
業
者
制
度
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
が
、
認
定
の
バ
ラ
ツ
キ
の
解
消

な
ど
制
度
運
営
の
改
善
を
徹
底
す
る
こ
と

が
必
要
。

・
経
営
主
体
と
し
て
の
実
体
を
有
し
、
将

来
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
に

発
展
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
集
落

営
農
に
つ
い
て
は
担
い
手
と
し
て
位
置
付

け
る
こ
と
が
適
当
。

　

併
せ
て
、
集
落
営
農
の
組
織
化
と
法
人

化
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
ま

た
、
農
作
業
の
受
託
組
織
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
事
業
体
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
に
応
じ

た
施
策
の
整
備
が
適
当
。

・
農
業
経
営
に
携
わ
る
人
材
を
、
就
業
形

態
や
性
別
等
を
問
わ
ず
、
幅
広
く
育
成
・

確
保
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

・
融
資
の
更
な
る
活
用
、
農
地
等
の
経
営

資
源
の
円
滑
な
継
承
等
が
重
要
。

� 
施
策
の
具
体
化
に
向
け
た
手
順

　

望
ま
し
い
農
業
構
造
の
実
現
が
急
務
で

あ
り
、
平
成　

年
度
か
ら
施
策
の
具
体
化

１７

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
担
い
手
へ
の
施

策
の
集
中
化
・
重
点
化
を
促
進
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
。

３
、
経
営
安
定
対
策
（
品
目
横
断
的
政

策
等
）
の
確
立

� 
基
本
的
考
え
方

　

構
造
改
革
を
促
進
す
る
等
の
観
点
か

ら
、
品
目
別
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
す
べ
て

の
経
営
安
定
対
策
に
つ
い
て
、
対
象
と
な

る
担
い
手
を
明
確
化
し
、
そ
の
経
営
安
定

を
図
る
対
策
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
急

務
。

� 
品
目
横
断
的
政
策
の
考
え
方

・
複
数
作
物
の
組
合
せ
に
よ
る
営
農
が
行

わ
れ
て
い
る
水
田
作
及
び
畑
作
に
つ
い
て

は
、
品
目
別
で
は
な
く
経
営
全
体
に
着
目

し
た
品
目
横
断
的
政
策
と
し
て
①
諸
外
国

と
の
生
産
条
件
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め

の
対
策
に
加
え
て
、
②
収
入
・
所
得
の
変

動
が
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た

め
の
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
対
象
経
営
に
つ
い
て
は
認
定
農
業
者
で

あ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
適
当
。

そ
の
際
、
経
営
主
体
と
し
て
の
実
体
を
有

す
る
等
の
一
定
の
集
落
営
農
に
つ
い
て

は
、
施
策
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
適

当
。
ま
た
、
経
営
規
模
や
経
営
改
善
の
取

組
等
を
要
件
化
。

・
施
策
の
持
続
性
・
安
定
性
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
「
緑
の
政
策
」
に
該
当
す
る
よ

う
に
す
る
一
方
で
、
需
要
に
応
じ
た
国
内

生
産
の
確
保
や
生
産
性
の
向
上
、
構
造
改

革
の
加
速
化
等
の
我
が
国
農
業
の
課
題
の

解
決
に
つ
な
が
る
よ
う
な
工
夫
も
必
要
。

ま
た
、
直
接
支
払
の
導
入
に
対
す
る
国
民

理
解
の
醸
成
、
米
政
策
改
革
の
実
施
、
関

連
産
業
や
地
域
経
済
社
会
と
の
関
係
等
へ

の
配
慮
が
必
要
。

� 
品
目
別
政
策
（
野
菜
、
果
樹
、
畜
産
等
）

の
見
直
し

　

部
門
専
業
的
な
営
農
類
型
（
野
菜
、
果

樹
、
畜
産
等
）
に
つ
い
て
は
対
象
経
営
を

明
確
化
し
、
経
営
の
安
定
性
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
を
基
本
に
、
品
目
別
に
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
。

� 
施
策
の
具
体
化
に
向
け
た
手
順

・
制
度
導
入
に
は
法
制
面
に
お
け
る
整
備

の
必
要
性
等
も
あ
り
、
一
定
の
準
備
期
間

が
必
要
。

　

こ
の
た
め
、
制
度
の
骨
格
を
早
期
に
示

す
と
と
も
に
、
支
払
方
法
・
手
順
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
交
付
シ
ス
テ
ム
の
開

発
に
つ
い
て
平
成　

年
度
に
着
手
す
る
こ

１７

と
が
適
当
。

・
そ
の
際
、
対
象
経
営
の
捉
え
方
、
支
援

水
準
の
考
え
方
、
配
慮
事
項
へ
の
対
応
、

担
い
手
の
責
務
な
ど
の
制
度
の
骨
格
を
固

め
る
上
で
の
必
要
な
要
素
に
つ
い
て
は
、

企
画
部
会
に
対
応
方
向
を
報
告
す
る
こ
と

が
必
要
。

・
対
象
者
の
経
営
規
模
の
要
件
、
支
援
単

価
等
の
制
度
の
具
体
的
内
容
等
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
品
目
別
政
策
に
つ
い
て
は
他
の
部
会
等

に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
対
象
経
営
の
捉

え
方
、
営
農
類
型
ご
と
の
固
有
の
課
題
に

対
応
す
る
施
策
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、

対
応
方
向
を
企
画
部
会
に
報
告
す
る
こ
と

が
必
要
。

４
、
農
地
制
度
の
在
り
方

� 
基
本
的
考
え
方

　

農
地
は
、
農
業
生
産
と
農
業
経
営
に

と
っ
て
最
も
基
礎
的
な
資
源
で
あ
り
、
食

料
の
安
定
供
給
を
確
保
し
、
農
業
の
多
面

的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
優
良
農

地
の
確
保
と
農
地
の
効
率
的
な
利
用
の
確

保
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
総
合
的
な
検

討
が
必
要
。

� 
優
良
農
地
を
確
保
す
る
措
置
の
強
化

・
優
良
農
地
の
面
的
な
確
保
を
図
る
観
点
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か
ら
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
転
用
規
制
の
制
度

の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

・
農
地
転
用
規
制
に
お
け
る
国
と
地
方
の

関
係
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
。

� 
農
地
を
農
地
と
し
て
効
率
的
に
利
用

す
る
仕
組
み
の
構
築

・
農
地
の
利
用
集
積
の
対
象
と
な
る
担
い

手
を
明
確
化
し
、
地
域
の
話
し
合
い
と
合

意
に
基
づ
く
集
積
の
取
組
を
加
速
化
す
る

こ
と
が
必
要
。
ま
た
、
担
い
手
へ
の
利
用

集
積
等
を
通
じ
た
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防

止
・
解
消
に
向
け
た
施
策
の
見
直
し
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
農
地
の
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
観

点
か
ら
、
農
地
の
権
利
移
動
規
制
の
在
り

方
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
。
一
方
、

更
な
る
要
件
緩
和
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き

と
の
意
見
も
あ
り
、
検
討
に
当
た
っ
て
は

十
分
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
構
造
改
革
特
区
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は

実
施
状
況
等
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を

踏
ま
え
、
弊
害
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
全
国
展
開
に
つ
な
げ
る
と
の

方
針
に
沿
っ
て
検
討
を
行
い
、
結
論
を
得

る
こ
と
が
適
当
。

� 
施
策
の
具
体
化
に
向
け
た
手
順

・
他
の
施
策
と
の
関
連
が
深
い
こ
と
や
整

理
す
べ
き
法
技
術
的
な
問
題
も
多
い
こ
と

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
制
度
や
施
策
の
具
体

化
に
向
け
速
や
か
に
検
討
を
進
め
、
早
期

に
企
画
部
会
に
具
体
像
を
示
す
こ
と
が
必

要
。

・
構
造
改
革
特
区
の
全
国
展
開
に
つ
い
て

は
、
出
来
秋
後
の
検
証
・
評
価
を
踏
ま
え
、

平
成　

年
末
ま
で
の
間
で
可
能
な
限
り
速

１６

や
か
に
結
論
を
得
る
こ
と
が
必
要
。

５
、
農
業
環
境
・
資
源
保
全
政
策
の
確
立

� 
資
源
保
全
施
策
の
在
り
方

ア
、
基
本
的
考
え
方

　

農
地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
は
、
農
業

者
の
生
産
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
食
料

の
安
定
供
給
や
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
不

可
欠
な
社
会
共
通
資
本
今
後
は
新
た
な
施

設
の
整
備
か
ら
既
存
の
施
設
の
更
新
や
保

全
管
理
に
重
点
を
置
く
施
策
に
移
行
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
。

イ
、
具
体
的
な
施
策
手
法

・
過
疎
化
・
高
齢
化
・
混
住
化
等
が
進
行

す
る
な
か
で
、
資
源
が
今
後
と
も
良
好
な

状
態
で
保
全
管
理
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の

実
態
に
応
じ
た
施
策
手
法
の
選
択
と
組
合

せ
が
可
能
と
な
る
施
策
体
系
を
構
築
す
る

こ
と
が
必
要
。

・
そ
の
際
、
従
来
か
ら
の
手
法
に
加
え
、

農
業
者
の
み
な
ら
ず
地
域
住
民
等
の
多
様

な
主
体
の
参
画
を
促
す
と
と
も
に
、
農
村

環
境
へ
の
国
民
の
関
心
の
高
ま
り
に
も
応

え
る
工
夫
が
必
要
。

ウ
、
施
策
の
具
体
化
に
向
け
た
手
順

・
資
源
の
保
全
状
況
や
望
ま
し
い
保
全
管

理
手
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
平
成　

年
度

１７

か
ら
着
手
し
、
有
識
者
を
交
え
た
多
角
的

な
議
論
を
重
ね
る
こ
と
が
適
当
。

・
上
記
の
結
果
を
踏
ま
え
、
資
源
や
農
村

環
境
の
保
全
活
動
に
対
す
る
支
援
の
具
体

的
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
、
モ
デ
ル
的
に

施
策
の
実
効
性
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
。

� 
農
業
生
産
環
境
施
策
の
在
り
方

ア
、
基
本
的
考
え
方

　

環
境
問
題
に
対
す
る
国
民
の
関
心
が
高

ま
る
な
か
で
、
我
が
国
農
業
全
体
に
つ
い

て
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転
換
し

て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
。

イ
、
具
体
的
な
施
策
手
法

・
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
活
動

を
確
保
す
る
た
め
、
農
業
者
が
最
低
限
取

り
組
む
べ
き
規
範
を
策
定
し
、
規
範
の
実

践
を
各
種
支
援
策
実
施
の
要
件
と
す
る
こ

と
が
必
要
。

・
環
境
保
全
へ
の
取
組
が
特
に
強
く
要
請

さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、
環
境
へ
の

負
荷
の
大
幅
な
低
減
を
図
る
た
め
の
モ
デ

ル
的
な
取
組
に
対
す
る
支
援
を
導
入
す
る

こ
と
が
必
要
。

ウ
、
施
策
の
具
体
化
に
向
け
た
手
順

・
農
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
規
範
を
平
成

　

年
度
中
に
策
定
し
、
平
成　

年
度
以

１６

１７

降
、
各
種
支
援
策
の
う
ち
可
能
な
も
の
か

ら
そ
の
実
践
を
要
件
化
し
て
い
く
こ
と
が

適
当
。

・
モ
デ
ル
的
な
取
組
に
対
す
る
支
援
の
具

体
的
手
法
等
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
度

１７

か
ら
必
要
な
調
査
に
着
手
し
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
。

第
３　

そ
の
他

１
、
今
後
の
主
要
な
検
討
課
題
と
検
討

の
進
め
方

　

秋
以
降
の
企
画
部
会
で
は
、
第
２
に
お

い
て
整
理
し
た
４
つ
の
論
点
に
係
る
施
策

の
具
体
化
像
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
議
論
を
行
わ
な
か
っ
た
食
料
自

給
率
目
標
を
は
じ
め
、
食
の
安
全
・
安
心

の
確
保
、
農
産
物
や
食
品
の
輸
出
促
進
な

ど
の
諸
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検

討
。

２
、
改
革
の
工
程
管
理
と
計
画
的
な
推
進

　

基
本
計
画
の
変
更
後
速
や
か
に
、
施
策

の
具
体
化
に
向
け
た
手
順
と
実
施
の
時
期

を
明
示
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
改

革
の
工
程
管
理
と
計
画
的
な
推
進
を
図
る

こ
と
が
必
要
。

中間論点整理のポイント

 ○経営安定化対策 

・認定農業者と経営実態のある集落営

農が対象

・外国との生産格差是正対策と収入・

所得下落時の補てんの２階建て

 ○農地制度 

・担い手への集積対策の強化

・農地権利移動規制の見直し

・農業特区の全国展開の是非

 ○環境・資源保全対策 

・農地・用水路の保全活動を支援

・環境規範の順守を各種支援策の要件

に

・特定地域で環境保全活動を支援

【
訂
正
文
】２
４
９
０
号（
８
月　

日
付
）

１６

１
ペ
ー
ジ
「
閑
話
休
題
」
文
中
の
「
船

津
伝 
治 
平
」
は
「
船
津
伝 
次 
平
」
の
誤

● 

●

り
で
し
た
。
訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
。




